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　一般社団法人静岡県建設業協会会長　様
一般社団法人静岡県建設産業団体連合会会長　様
　静岡県建設事業協同組合連合会会長　様


静岡県交通基盤部長

建設業許可・経営事項審査電子申請システムの運用開始について（通知）

このことについて、下記のとおり運用を開始するので通知します。
つきましては、別添のとおり、お知らせ等を作成したので、参考に送付します。

記

１　名称　
建設業許可・経営事項審査電子申請システム（略称「ＪＣＩＰ」）
　　（https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001）
２　運用開始日時　
（1）建設業許可
令和５年１月10日（火）午前９時00分（予定）から申請等受付開始
（2）経営事項審査
令和５年１月25日（水）経営事項審査（熱海土木事務所）から審査開始
（申請は令和５年１月10日（火）午前９時00分（予定）から可能）
３　対象となる申請等
　・　建設業許可申請（譲渡及び譲受け、相続認可は除く）
　・　建設業許可変更届、廃業届
　・　経営事項審査
４　その他
　・　運用開始日から令和５年３月31日までの間に、ＪＣＩＰにより申請等が行われた建設業許可、変更届等につきましては、試験運用期間として、すべて本庁（建設業課）で受付等を行います。
　・　経営事項審査に係る電子申請については、令和５年１月25日（水）の経営事項審査（審査会場：熱海土木事務所）から審査を開始します。また、電子申請の場合であっても、各土木事務所での事前予約が必要となりますので御留意ください。
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